
広報 区の世帯と人口（10月1日現在）

住民登録 前月比

世 帯 数 122,435�（−73）

人 　 口 203,121�（−166）
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「台東区妊婦等応援特別給付金」・「新しい日常取組店舗応援事業の拡充」は10月27日㈫の台東区議会本会議において、
一般会計第4回補正予算案が可決された後に実施するものです。
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引き続き新型コロナウイルス感染症への対策をすすめています
台東区妊婦等応援特別給付金

問合せ 台東区緊急経済対策室 TEL（5246）1692

　区では、特別定額給付金の基準日において妊娠さ
れていた方に対して、より手厚く生活支援を行うた
め、胎児１人につき10万円を支給します。
対象基準日（2年4月27日）から申請日現在において、
区の住民基本台帳に記載されており、次のいずれか
に該当する方
①基準日において妊婦である（基準日当日に出産し
た方は除く）※基準日の翌日以降の流産等により
妊娠が継続していない方も対象となります。
②基準日において胎児であり、基準日の翌日以降に区の住民基本台帳に出生
として記載された子と同一世帯の父親（該当する子の母親が①の給付対象
者である場合を除く）

給付額 胎児1人につき10万円
申請期間 11月1日㈰～3年2月28日㈰（消印有効）
※原則郵送申請、申請書は10月末発送予定

新しい日常取組店舗応援事業を拡充します
問合せ 産業振興課 TEL（5246）1415

　新しい日常への取組を促進するため、下記の事業を実施します。
●新しい日常取組推進員
対象区が主催する感染予防講習会を受講した方（区内に店舗を有して
いる方に限る）
主な活動区内飲食店等への感染予防の啓発等（推進員の所属団体に対
しては、一定の要件を満たした場合に、推進員の活動に必要な感染予
防啓発物品等の購入経費を助成）
●新しい日常取組マネージャー講習会を実施します　
　新型コロナウイルス感染症の知識、店舗での正しい対策等について、
実践を交えながらお伝えします。　
日時10月28日㈬午後2時～4時　場所台東保健所大会議室
対象新しい日常取組店舗の営業者、店舗内で責任者を務める従業員
定員40人（先着順）
申込方法電話で上記問合せ先か右記二次元コードから申込み

新型コロナウイルス感染症に関連する
人権に配慮しましょう 問合せ 人権・男女共同参画課

TEL（5246）1116

「新しい日常」を
あたりまえの
　　　　 日常に

密閉×

法務省の人権擁護機関や、都では
新型コロナウイルス感染症に関連
した人権侵害等について相談を
行っています。詳しくは、右記二
次元コードよりご確認ください。

ＤＶ専門相談ダイヤル等詳しくは3面をご覧ください

11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」です
国際連合は、11月25日を「女
性に対する暴力撤廃国際日」と
定め、国では毎年11月12日～
25日の2週間を「女性に対する
暴力をなくす運動」の実施期間
としています。
暴力は、親しい間柄であっても
決して許されるものではありま
せん。

女性の人権や性犯
罪・性暴力に関す
る相談先は右表を
ご確認ください

▲法務省HP

▲東京都人権啓発
　センターHP

シャープハートさん

問合せ 受付日時等

女性の人権ホットライン
TEL 0570（070）810

月～金曜日午前8時30分～午後5時15
分（祝日・年末年始を除く）

11月12日㈭～18日㈬は強化週間
強化週間中は午前8時30分～午後7時
（土・日曜日は午前10時～午後5時）

警視庁性犯罪被害者相談電話
＃8103（短縮ダイヤル番号）

24時間365日対応性暴力救援ダイヤルNaNa
（東京都性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター）

TEL （5607）0799

新型コロナウイルスに感染した方や特定の国の
方を誹謗中傷する書き込み等がSNSなどで広
がっています。また、感染症患者の方の治療に
あたる医療従事者やその家族に対しての差別と
いう事例も発生しています。
新型コロナウイルス感染症に関連した不当な差
別やいじめなどの人権侵害はあってはならないこ
とです。区民の皆さんは、不確かな情報に惑わ
されて人権侵害につながることがないよう、正
しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。


